
福
島
県
収
用
委
員
会

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の

収
用
に
つ
い
て
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡

�

健

壽

一

起
業
者
の
名
称

福
島
県

二

事
業
の
種
類

県
道
矢
吹
小
野
線
改
築
工
事(

地
域
高
規
格
道
路｢

福
島
空
港
・
あ
ぶ
く
ま
南
道
路｣

・
福
島
県

石
川
郡
玉
川
村
大
字
吉
字
五
駄
刈
地
内
か
ら
同
郡
平
田
村
大
字
下
蓬
田
字
空
釜
地
内
ま
で)

並
び
に

こ
れ
に
伴
う
県
道
、
町
道
、
村
道
、
農
業
用
道
路
及
び
準
用
河
川
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地

目

地

積(

平
方
メ
ー
ト
ル)

収
用
し
よ
う
と
す

所

在

地

番

る
土
地
の
面
積

登
記
簿

現

況

登
記
簿

実

測

(

平
方
メ
ー
ト
ル)

福
島
県

二
五
六
番

保
安
林

保
安
林

三
七
五
四

三
七
四
七
六
・

一
〇
九
二
四
・
六

石
川
郡

〇

一
三

二

平
田
村

大
字
西

二
五
六
番

保
安
林

保
安
林

一
九
八
八

一
九
七
二
七
・

一
六
八
五
・
七
七

山
字
煙

二

〇

八
〇

石
四

土
地
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
持
分

氏

名

住

所

持

分

上
遠
野

廣
一

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
沼
野
平
一
一
三
番
地

六
三
分
の
一

吉
田

庄
司

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
一
四
二
番
地

六
三
分
の
一

吉
田

美
義

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
一
三
六
番
地

六
三
分
の
一

熊
谷

正
光

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
一
三
四
番
地

六
三
分
の
一

熊
谷

利
一

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
一
一
七
番
地

六
三
分
の
一

熊
谷

重
善

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
一
二
三
番
地

六
三
分
の
一

熊
谷

富
博

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
手
倉
二
〇
七
番
地
の

六
三
分
の
一

二

熊
谷

茂

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
前
手
倉
一
八
一
番
地

六
三
分
の
一

の
八

吉
田

正
晴

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
前
手
倉
九
一
番
地

六
三
分
の
一

芳
賀

豊
治

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
水
尾
七
四
番
地

六
三
分
の
一

木
田

昌
宏

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
五
二
番
地

六
三
分
の
一

太
田

五
六

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
〇
〇
番
地

六
三
分
の
一

志
賀

則
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
六
番
地

六
三
分
の
一

永
�

勝
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
二
六
三
番
地

六
三
分
の
一
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翌
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目

次

福
島
県
収
用
委
員
会

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
土
地
の
収
用
等
に

つ
い
て
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た

件

一

○
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
件

六



須
田

英
子

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
一
六
六
番
地

六
三
分
の
一

木
田

一
晴

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
二
五
一
番
地

六
三
分
の
一

二
瓶

保
衛

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
煙
石
三
三
番
地

六
三
分
の
三

吉
田

喜
左
衞
門

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
古
倉
三
五
番
地

六
三
分
の
一

太
田

芳
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
一
三
番
地

六
三
分
の
二

首
藤

一

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
六
〇
六
番
地

六
三
分
の
一

坪
井

常
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
一
一
九
番
地

六
三
分
の
四

太
田

忠
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
七
七
番
地

六
三
分
の
一

太
田

喜
八
郎

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
七
九
番
地

六
三
分
の
一

太
田

忠

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
二
二
一
番
地

六
三
分
の
一

二
瓶

基
次

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
煙
石
二
一
番
地

六
三
分
の
一

坪
井

勝
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
煙
石
一
五
番
地

六
三
分
の
一

坪
井

一
政

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
二
七
四
番
地

六
三
分
の
一

塩
澤

昇
司

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
北
田
二
七
番
地

六
三
分
の
一

二
瓶

幸
子

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
北
田
一
五
七
番
地
の

六
三
分
の
一

二

関
根

長
治

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
五
三
番
地

六
三
分
の
一

関
根

史
郎

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
七
三
番
地

六
三
分
の
一

二
瓶

富
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
一
一
番
地

六
三
分
の
一

二
瓶

福
伴

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
〇
八
番
地

六
三
分
の
二

上
遠
野

健
之
助

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
沼
野
平
一
〇
八
番
地

六
三
分
の
一

上
遠
野

市
次

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
沼
野
平
一
一
一
番
地

六
三
分
の
一

上
遠
野

喜
治

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
水
尾
一
八
一
番
地
の

六
三
分
の
一

一

上
遠
野

�
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
沼
野
平
一
三
〇
番
地

六
三
分
の
一

圓
谷

文
雄

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
一
三
九
番
地

六
三
分
の
一

木
田

武
一

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
四
五
番
地

六
三
分
の
一

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

吉
田
登
嘉
の
法

定
相
続
人

吉
田
テ
ル
子

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
水
尾
一
一
番
地

吉
田

嘉
洋

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
愛
宕
町
一
六
番
地
の
一
四

市

営
住
宅
二
〇
八

吉
田

眞
二

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
水
尾
一
一
番
地

小
湊

敏
江

福
島
県
石
川
郡
石
川
町
大
字
中
野
字
矢
ノ
内
一
二
八
番
地

の
六

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

芳
賀
�
藏
の
法

定
相
続
人

根
岸
と
み
江

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
中
島
二
四
九
番
地

坪
井

永
吉

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
鴇
子
字
三
合
二
四
七
番
地

坪
井

永
治

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
山
口
二
二
番
地
の
五

第
一
山
下
コ

ー
ポ
二
〇
二

坪
井

健
二

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

東
京
都
江
東

区
三
好
一
丁
目
一
番
二
号

株
式
会
社
渡
辺
電
務
社(

平

成
一
○
年
一
二
月
二
二
日
職
権
消
除)

)
坪
井

順
子

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
今
井
仲
町
二
八
四
番
地

カ
ー

サ
富
岡
Ａ
│
一
〇
一

坪
井

勝
弘

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

福
島
県
石
川

郡
平
田
村
大
字
鴇
子
字
三
合
二
四
七
番
地(

平
成
一
七
年
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一
二
月
二
八
日
職
権
消
除)

)

大
瀧

桂
子

東
京
都
足
立
区
江
北
六
丁
目
三
〇
番
六
│
五
〇
三
号

坪
井

勝
三

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
鴇
子
字
三
合
二
四
七
番
地

渡
部

則
子

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
山
口
二
七
八
四
番
地
の
一

安
生

雅
子

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
仲
町
一
丁
目
一
二
番
二
四
│

二
〇
三
号

芳
賀

敦
子

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内
町
一
丁
目
五
二
四
番

地
二
六

芳
賀
真
奈
美

埼
玉
県
草
加
市
高
砂
一
丁
目
一
二
番
四
七
│
二
〇
三
号

森
�
シ
ツ
ヱ

神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
中
津
一
一
八
八
番
地
の
四

芳
賀

正
友

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
水
尾
九
三
番
地

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

川
野
邉
金
吾
の

法
定
相
続
人

川
野
邉
一
廣

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
一
五
一
番
地

の
一
一

遠
藤
正
太
郎

不
明

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

矢
吹
精
治
の
法

定
相
続
人

矢
吹

金
光

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
八
丁
目
一
〇
番
一
六
号

田
口
荘
一
〇
号(

平

成
一
四
年
一
一
月
六
日
職
権
消
除)

)

矢
吹

義
明

住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
鎌
ヶ
谷
市
東
中
沢
四
丁

目
一
〇
番
五
九
号(

平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
職
権
消

除)
(

書
類
送
達
先

千
葉
県
船
橋
市
藤
原
町
一
丁
目
一

四
番
六
号)

武
内

榮
子

埼
玉
県
戸
田
市
笹
目
五
丁
目
二
番
地
の
二
四

ヴ
ェ
ル
・

ド
ミ
ー
ル
二
〇
一
号
室(

書
類
送
達
先

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
南
区
曲
本
一
丁
目
二
〇
番
二
〇
号

ル
ク
ソ
ル
浦
和

六
〇
八
号)

菊
池
登
美
子

東
京
都
練
馬
区
関
町
南
三
丁
目
二
八
番
一
七
号

矢
吹

康
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
真
弓
七
六
番
地

藁
谷

武
男

福
島
県
石
川
郡
古
殿
町
大
字
論
田
字
後
川
三
一
番
地

佐
藤

ス
ミ

埼
玉
県
羽
生
市
東
五
丁
目
一
二
番
二
号

岸
岡

ヨ
シ

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
二
丁
目
二
一
番
地
一
三

宮
澤

正
勝

埼
玉
県
新
座
市
畑
中
二
丁
目
四
番
一
号

宮
澤

忠
雄

埼
玉
県
新
座
市
畑
中
二
丁
目
四
番
一
号

木
村

智
子

神
奈
川
県
横
浜
市
緑
区
三
保
町
一
九
一
一
番
地
三
七

石
川

直
樹

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国(

書
類
送
達
先

千
葉
県
柏

市
あ
け
ぼ
の
二
丁
目
九
番
二
〇
│
Ｂ
七
〇
三
号)

成
澤

肇

茨
城
県
北
茨
城
市
大
津
町
北
町
一
四
八
一
番
地
の
三
四

成
澤

友
彦

福
島
県
い
わ
き
市
植
田
町
館
跡
三
番
地
の
二
三

成
澤

忠

茨
城
県
北
茨
城
市
大
津
町
北
町
一
四
八
一
番
地
の
三
四

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

三
森
酉
吉
の
法

定
相
続
人

遠
藤

キ
ヨ

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
中
倉
字
筒
地
六
六
番
地

遠
藤
ト
ヨ
子

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
井
戸
尻
三
八
三
番
地

三
森

雅

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
真
弓
七
九
番
地
の
一

三
森

賢

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
北
方
字
後
川
五
八
番
地

後

川
団
地
二
号

大
沼

政
治

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

福
島
県
石
川

郡
平
田
村
大
字
西
山
字
鴇
子
沢
四
八
二
番
地(

平
成
一
一

年
一
一
月
二
九
日
職
権
消
除)

)

三
森

章
司

北
海
道
標
津
郡
中
標
津
町
緑
町
北
一
丁
目
一
番
地

三
森

富
雄

北
海
道
標
津
郡
中
標
津
町
西
八
条
南
八
丁
目
三
番
地
一

佐
藤
ツ
ル
子

北
海
道
標
津
郡
中
標
津
町
東
一
六
条
南
八
丁
目
二
番
地

渡
邊
テ
ル
子

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
字
沼
田
一
九
番
地
の
一

三
森

一
雄

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
弥
栄
三
二
七
番
地

岸
上

タ
ケ

東
京
都
小
平
市
上
水
本
町
六
丁
目
一
七
番
一
四
号

若
槻

京
子

埼
玉
県
川
越
市
大
字
古
谷
本
郷
一
〇
〇
二
番
地
二
三

三
森

仁

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
大
字
下
落
合
一
六
四
八
番
地

一
四

カ
ー
ネ
与
野
三
〇
三
号

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)
太
田
リ
イ
の
法

定
相
続
人

猪
狩
ハ
ル
ヨ

北
海
道
札
幌
市
北
区
屯
田
九
条
八
丁
目
七
番
三
│
一
一
七

号

監
物
由
記
美

山
形
県
新
庄
市
大
字
本
合
海
二
四
七
番
地
の
三
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大
沼

大
輔

東
京
都
練
馬
区
光
が
丘
二
丁
目
九
番
八
号

光
和
寮

大
沼

裕
美

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
二
丁
目
七
番
二
五
号

フ
ジ
ハ
イ

コ
ー
ト
三
〇
三

國
分

ヨ
ネ

福
島
県
本
宮
市
本
宮
字
太
郎
丸
一
二
六
番
地
四

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(
亡)

太
田
清
助
の
法

定
相
続
人

太
田

一
郎

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
三
番
地

白
井

洋
子

大
阪
府
和
泉
市
唐
国
町
一
丁
目
一
一
番
三
一
│
一
〇
二
号

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

太
田
清
盛
の
法

定
相
続
人

二
瓶

昌
伊

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
五
〇
番
地

太
田

正
規

千
葉
県
船
橋
市
丸
山
一
丁
目
三
八
番
六
号

ワ
ー
ク
ス
馬

込
沢(

書
類
送
達
先

千
葉
県
八
千
代
市
上
高
野
一
五
三

七
番
地

宮
原
正
幸
方)

太
田

雅
芳

埼
玉
県
川
口
市
芝
富
士
一
丁
目
一
七
番
二
七
号

フ
レ
ン

ズ
葵
二
〇
三
号

太
田

正
俊

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
桜
ヶ
丘
四
丁
目
一
番
地
二

県
住
一

二
棟
一
〇
八
号

太
田

�
幸

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
一
丁
目
一
六
番
一
六
│
七
〇
三
号

太
田

和
枝

福
島
県
白
河
市
関
辺
引
目
橋
三
五
番
地
六

小
野

キ
ン

東
京
都
葛
飾
区
高
砂
六
丁
目
四
番
一
〇
号

吉
田
美
佐
子

埼
玉
県
三
郷
市
さ
つ
き
平
二
丁
目
五
番
一
│
五
〇
九
号

水
野

長
雄

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
溝
口
四
丁
目
一
八
番
一
五
号

大
竹

智
子

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
上
羽
出
庭
字
赤
木
三
〇
番
地

佐
藤

房
雄

茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
中
根
台
四
丁
目
一
三
番
地
一
一

佐
藤

正
美

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
御
成
台
三
丁
目
七
番
地
の
五

佐
藤

末
治

東
京
都
江
戸
川
区
上
篠
崎
一
丁
目
二
四
番
五
号

會
田

幸
美

福
島
県
田
村
市
滝
根
町
神
俣
字
中
広
土
一
七
六
番
地

白
岩

澄
江

福
島
県
田
村
市
常
葉
町
常
葉
字
腰
蒔
三
〇
番
地
三

大
竹

勝
�

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
上
羽
出
庭
字
赤
木
三
〇
番
地

大
竹

勝
男

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
上
羽
出
庭
字
赤
木
三
〇
番
地

國
井

善
一

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

埼
玉
県
大
宮

市
寿
能
町
一
丁
目
六
番
地

門
倉
コ
ー
ポ
二
〇
七(

平
成

一
二
年
八
月
二
三
日
職
権
消
除)

)

大
竹

弘
二

神
奈
川
県
横
須
賀
市
二
葉
一
丁
目
五
五
番
Ｃ
│
三
〇
五
号

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

太
田
義
一
の
法

定
相
続
人

太
田

芳
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
一
本
内
一
一
三
番
地

村
田

浩
二

福
島
県
須
賀
川
市
池
ノ
下
町
七
五
番
地
一
七

村
田

富
夫

神
奈
川
県
相
模
原
市
城
山
町
川
尻
五
七
四
六
番
地
一

村
田

勝
利

福
島
県
西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
中
島
西
一
七
番
地

一
八

村
田

昭
七

埼
玉
県
鳩
ヶ
谷
市
大
字
辻
七
四
九
番
地
の
一

小
板
橋
マ
サ

千
葉
県
勝
浦
市
興
津
久
保
山
台
四
八
番
地
三

子白
石
ス
エ
子

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
倉
田
三
五
〇
番
地
の
一

村
田

六
郎

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
東
郷
三
二
〇
番
地
九

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

坪
井
美
義
の
法

定
相
続
人

�
原

信
子

栃
木
県
宇
都
宮
市
大
谷
町
六
七
三
番
地
五

歌
里

勝
也

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

埼
玉
県
蕨
市

南
町
四
丁
目
二
二
番
七
号

板
倉
荘
二
│
Ｃ
号(

平
成
一

八
年
五
月
二
二
日
職
権
消
除)

)

福
田

政
弘

埼
玉
県
蕨
市
錦
町
五
丁
目
一
三
番
一
〇
号

錦
荘
Ｂ
│
三

号

戸
倉
方

大
木
ア
ヤ
子

茨
城
県
日
立
市
諏
訪
町
一
丁
目
一
〇
番
二
七
号

大
木

勇
夫

神
奈
川
県
横
浜
市
栄
区
長
沼
町
二
六
二
番
地
の
一

恒
陽

戸
塚
マ
ン
シ
ョ
ン
六
〇
四
号

砂
田
フ
ミ
ヱ

埼
玉
県
川
越
市
大
字
古
谷
上
二
七
四
一
番
地

坪
井
キ
ヨ
子

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
二
七
八
番
地

倉
成

悌
三

埼
玉
県
幸
手
市
緑
台
一
丁
目
六
九
番
二
〇
号

倉
成

和
江

埼
玉
県
幸
手
市
緑
台
一
丁
目
六
九
番
二
〇
号

棚
橋
紀
代
美

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
水
野
一
〇
〇
四
番
地
の
一
一

坪
井

義
高

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
下
蓬
田
字
乙
空
釜
三
九
六
番

地
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不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

坪
井
梅
義
の
法

定
相
続
人

坪
井

義
定

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
一
八
三
番
地

木
田

ミ
イ

福
島
県
石
川
郡
石
川
町
大
字
曲
木
字
切
通
一
〇
〇
番
地

八
巻

和
雄

千
葉
県
八
千
代
市
萱
田
町
八
二
五
番
地
一

八
巻

和
美

千
葉
県
八
千
代
市
萱
田
町
八
二
五
番
地
一

八
巻

憲
一

千
葉
県
八
千
代
市
村
上
二
一
四
〇
番
地
一
二

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

坪
井
弘
の
法
定

相
続
人

坪
井

弘
次

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
上
蓬
田
字
上
槍
�
二
三
番
地

の
二

坪
井

弘
文

不
明

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

坪
井
義
一
の
法

定
相
続
人

坪
井

利
治

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
深
谷
一
〇
六
番
地

芳
賀

紀
子

埼
玉
県
川
口
市
芝
二
丁
目
三
番
一
八
号

上
野
方(
書
類

送
達
先

埼
玉
県
川
口
市
芝
二
丁
目
二
〇
番
一
一
号

山

仁
荘
二
〇
一
号
室)

佐
藤

一
男

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

埼
玉
県
志
木

市
幸
町
三
丁
目
二
二
番
一
三
号(

平
成
一
二
年
一
二
月
二

六
日
職
権
消
除)

)

佐
藤

定
子

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

福
島
県
石
川

郡
平
田
村
大
字
北
方
字
田
麦
一
四
四
番
地)

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

二
瓶
登
の
法
定

相
続
人

鈴
木

榊

北
海
道
上
川
郡
上
川
町
東
町
二
七
二
番
地
の
三

�
根

禮
子

北
海
道
旭
川
市
豊
岡
四
条
三
丁
目
八
番
一
六
│
五
〇
二
号

青
木

江
子

北
海
道
旭
川
市
永
山
一
条
一
五
丁
目
五
番
一
二
号

徳
永
み
ち
子

北
海
道
札
幌
市
西
区
発
寒
六
条
一
三
丁
目
一
〇
番
一
八
号

ひ
ま
わ
り
コ
ー
ポ

二
瓶

和
男

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
北
田
一
二
五
番
地

遠
藤

雅
子

福
島
県
郡
山
市
神
明
町
五
番
三
七
号

Ｄ
’
ク
ラ
デ
ィ
ア

神
明
三
〇
二
号

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

関
根
亥
吉
の
法

定
相
続
人

関
根

サ
イ

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
番
地

関
根

利
昌

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
番
地

山
本
み
ゆ
き

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮
町
大
字
三
代
九
四
四
番
地
四

グ
ラ

ン
ヒ
ル
ズ
五
〇
四
号

石
丸
め
ぐ
み

福
岡
県
前
原
市
潤
二
丁
目
一
二
番
一
〇
│
九
〇
二
号

古
池

里
美

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
唐
人
町
二
丁
目
八
番
八
号

佐
藤

弘
子

東
京
都
府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
八
番
地
の
四
〇

関
根

丈
央

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

茨
城
県
猿
島

郡
総
和
町
大
字
女
沼
五
三
八
番
地
の
六(

平
成
八
年
一
二

月
一
七
日
職
権
消
除)

)

�
原

吉
男

東
京
都
品
川
区
西
大
井
五
丁
目
二
三
番
二
一
号

秀
明
荘

関
根

勝
彦

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
八
三
番
地(

書

類
送
達
先

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
下
蓬
田
字
乙
空

釜
七
五
番
地)

関
根

六
郎

福
島
県
須
賀
川
市
森
宿
字
辰
根
沢
九
八
番
地
二
〇

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

上
遠
野
熊
吉
の

法
定
相
続
人

上
遠
野
幸
雄

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
四
一
番
地

上
遠
野
幸
吉

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

福
島
県
石
川
郡
平

田
村
大
字
西
山
字
川
向
一
四
一
番
地)

不
明

六
三
分
の
一

た
だ
し
、(
亡)

上
遠
野
政
謨
の

法
定
相
続
人

上
遠
野
昭
夫

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
沼
野
平
一
三
二
番
地
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遠
藤

圭
寛

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
針
生
金
畑
二
五
番
地
の
六

遠
藤

駿

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
針
生
金
畑
二
五
番
地
の
六

未
成
年
に

つ
き
同
人

の
法
定
代

理
人

親
権
者

母遠
藤
す
み

え

五

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
権
利
の
種

類
な
し

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
付
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(
福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会
長

渡

�

健

壽

一

書
類
の
名
称

裁
決
申
請
に
係
る
審
理
の
期
日
及
び
場
所
を
記
載
し
た
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
付
け
の
通
知
書

二

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

坪
井

健
二

不
明

平
成
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

東
京
都
江
東
区
三
好
一
丁
目
一

番
二
号

株
式
会
社
渡
辺
電
務
社)

坪
井

勝
弘

不
明

平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
鴇

子
字
三
合
二
四
七
番
地)

遠
藤

正
太
郎

不
明

矢
吹

金
光

不
明

平
成
一
四
年
一
一
月
六
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目

一
〇
番
一
六
号

田
口
荘
一
〇
号)

大
沼

政
治

不
明

平
成
一
一
年
一
一
月
二
九
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西

山
字
鴇
子
沢
四
八
二
番
地)

國
井

善
一

不
明

平
成
一
二
年
八
月
二
三
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

埼
玉
県
大
宮
市
寿
能
町
一
丁
目

六
番
地

門
倉
コ
ー
ポ
二
〇
七)

歌
里

勝
也

不
明

平
成
一
八
年
五
月
二
二
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

埼
玉
県
蕨
市
南
町
四
丁
目
二
二

番
七
号

板
倉
荘
二
│
Ｃ
号)

坪
井

弘
文

不
明

佐
藤

一
男

不
明

平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

埼
玉
県
志
木
市
幸
町
三
丁
目
二

二
番
一
三
号)

佐
藤

定
子

不
明

(

た
だ
し
、
住
民
票
の
住
所

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
北
方
字
田
麦
一

四
四
番
地)

関
根

丈
央

不
明

平
成
八
年
一
二
月
一
七
日
職
権
消
除

(

職
権
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
最
終
住
所
地

茨
城
県
猿
島
郡
総
和
町
大
字
女

沼
五
三
八
番
地
の
六)

上
遠
野

幸
吉

不
明

(

た
だ
し
、
住
民
票
の
住
所

福
島
県
石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
川
向
一

四
一
番
地)

三

そ
の
他

前
記
通
知
書
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
ま
す
。
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